
内閣府とのやり取りを重ねても、最終的に
●提案の対象とならないもの
●支障事例が具体化できないもの
は提案団体の判断で提案に至らないケースも
あります。

地域の課題・支障事例の把握

提案の受付

【内閣府の主な着眼点】
① 提案募集の対象であるか
② 支障事例や法令根拠の具体性
③ 制度改正の必要性や効果
④ 制度所管部署等とのこれまでの調整状況
⑤ 過去の提案における取扱いとその後の 
　 状況変化

各府省や団体との調整経験を踏まえ、提案
の支障事例・論点を明確化し、説得力を高
めるためのデータや記載の方向性について
提案団体に助言

早期に提供された事前相談を一
斉調査システムを用いて、地方
公共団体に情報提供し、共同提
案の意向を募る

内閣府とやり取りを重ねながら、事
実関係やデータ、支障事例や論点を
補強し、提案段階まで内容を改善・
充実させる

提案団体 内閣府地方分権改革推進室

　提案団体が地方分権改革に関する提案を行う前に、内閣府に事前相談を行っていただく必要があります。

事

前

相

談

提
案
の
提
出

提案に係る各種相談は
年中受け付けています。
詳細はP.6「簡易相談」をご覧ください。

２月

３月

４月

期間
（目安）

● 首長の了解を得て、提案様式に記載し、
内閣府に提出

● 提案にあたっては、同様の課題認識を
有する他の地方公共団体等との「共同
提案」が可能

団体間で方向性等の調整を行い、提案の
提出時に共同提案とすることで、支障事
例の解決に結びつける

提案までの手続  ※令和５年（予定）1

5 参考情報

制度所管部署等に相談しても
解決が難しい案件について

内閣府にメール・電話により連絡

※ 事前相談段階では首長の了解は不要

※  分権担当課からではなく事業担当課からでも可

事前相談の連絡

助言を踏まえた
記載内容の改善

提案の提出

共同提案の検討

事前相談の受付
事前相談の内容を確認

提案団体に対する助言

早期にいただいた
事前相談の情報共有

年中
受付
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5 参考情報

提案団体からの見解及び 
地方六団体からの意見の照会

　地方から受け付けた提案は、地方分権改革有識者会議及び専門部会に諮られ、提案の実現に向けて提案団
体や各府省との調整が重ねられます。
　年末には、最終的な調整結果を踏まえ、「地方からの提案等に関する対応方針」が閣議決定され、これを受
けて、一括法の制定その他個別法の改正や政省令改正、通知発出等の取組が各府省において進められます。

提案団体 内閣府

５月

６月

７月

期間
（目安）

提案団体ヒアリングへの
出席・説明

● 提案受付後の一定期間、提案募集における
「対象外」以外の提案について、各地方公共
団体へ追加共同提案の意向を照会します。

追加共同提案により、各地方公共団
体の実情に基づく様々な支障事例が
集まり、提案の説得力が高まります。

各府省第１次回答（公表）

重点事項対象

各府省第１次ヒアリング

専門部会による「主な再検討の視点」の提示

各府省
第１次回答に対する見解の回答

● 第１次回答を踏まえ、専門部会が地方から
の提案に対する各府省の考えや検討状況
等を聴き取ります（提案団体も傍聴可）。

● 重点事項について、各府省ヒアリングの結
果や提案団体からの見解等を踏まえ、専門
部会として、各府省に対する指摘事項を提
示します。

重点事項対象

● 内閣府が各府省に、地方からの提案に対す
る検討及び回答を要請します。

● 重点事項は、最近の時宜にかなったテーマや、
これまでの地方分権改革の取組を加速・強化
するもの、専門部会での法的な視点からの専
門的な調査・審議に馴染むものなど様々な要
素を勘案の上、決定します。

● 重点事項となった提案は、その実現に向け、専
門部会が中心となって提案団体や各府省への
聴き取り等により調整を進めていきます。

重点事項

提案の提出

提案の提出から実現に至るまでの手続  ※令和５年（予定）2

追加共同提案の意向

● 内閣府が提案団体から、提案の趣旨や
支障事例の詳細等について、聴き取り
を行います（各府省も傍聴可）。

各府省への検討要請

提案団体ヒアリング

POINT
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一括法の制定
その他個別法の改正や
政省令改正、通知発出等

提案成果の 
活用

提案団体 内閣府

９月

11月

翌年
1月～

12月
中下旬

期間
（目安）

● 内閣府が各府省に、提案団体等からの第１
次回答に対する見解及び専門部会からの
「主な再検討の視点」を踏まえた今後の検
討及び回答を各府省に要請します。

地方からの提案等に関する対応方針の決定（公表）

各府省第２次ヒアリング
● 第2次回答を踏まえ、専門部会が各府省で
検討している対応方針等について聴き取り
を行います（提案団体も傍聴可）。

各府省第２次回答（公表）

重点事項対象

○ 各府省との調整を踏まえ、「地方からの提案等に関する対応方針（案）」をまとめます。
○ 法律改正事項については、一括法等を次期通常国会に提出することを基本とします。
法律改正以外の対応や引き続き検討を進めるものについては、各府省の対応状況を
適切にフォローアップしていきます。

● 政省令の改正、通知等の対応
状況について、各府省に対し
定期的に調査を行い、有識者
会議に報告し、内閣府HPに
おいて公表します。

各府省への再検討要請

対応方針（案）の有識者会議了承

対応状況の
フォローアップ

● 各府省との折衝において、必要に応じ、内
閣府と提案団体との間で、事実確認や資料
提供等のやりとりを行います。

８月
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